
別添国３Ａ
国の行政機関が扱う申請・届出等手続で平成１５年度までにオンライン化実施が困難な手続

国民生活基礎調査（都道府県知事から厚生労働
大臣への提出）

国民生活基礎調査規則第１１条第５項〈統計
法〉

4
世帯主等からの調査票の申告は、調査員による対面審査を要し電子化が困難なため、その調査
票のオンライン化を実施するための整備に時間を要する。

毎月勤労統計調査（特別調査の都道府県知事か
ら厚生労働大臣への提出）

毎月勤労統計調査規則第１８条〈統計法〉 4
事業主からの調査票の申告は、調査員による対面審査を要し電子化が困難なため、その調査票
のオンライン化の整備に時間を要する。

屋外労働者職種別賃金調査（調査事業所の事業
主の申告義務）、（調査事業所の事業主からの
都道府県労働局長への提出）

屋外労働者職種別賃金調査規則第８条第２項、
第９条〈統計法〉

4 調査票の受付から審査、集計までの一連のシステム開発に時間を要する。

賃金構造基本統計調査（調査事業所の事業主の
申告義務）、（調査事業所の事業主から都道府
県労働局長への提出）

賃金構造基本統計調査規則第８条第２項、第３
項〈統計法〉

4 調査票の受付から審査、集計までの一連のシステム開発に時間を要する。

医師国家試験及び医師国家試験予備試験の手続 医師法第１０条 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の医学校等を卒業した者等の受験資格の認
定

医師法第１１条第３号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

診療放射線技師の試験の手続 診療放射線技師法第１８条 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の養成所等を卒業した者等の受験資格の認
定

診療放射線技師法第２０条第２号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

臨床検査技師の国家試験の手続
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第
１２条

4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の養成所等を卒業した者等の受験資格の認
定

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第
１５条３号

4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

理学療法士及び作業療法士の国家試験の手続 理学療法士及び作業療法士法第１０条 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の養成施設等を卒業した者等の受験資格の
認定

理学療法士及び作業療法士法第１１条３号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の養成施設等を卒業した者等の受験資格の
認定

理学療法士及び作業療法士法第１２条第３号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

視能訓練士の試験の手続 視能訓練士法第１１条 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の養成所等を卒業した者等の受験資格の認
定

視能訓練士法第１４条第３号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試
験の手続

歯科医師法第１０条 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の歯科医学校を卒業した者等の受験資格の
認定

歯科医師法第１１条第３号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の歯科衛生士学校等を卒業した者等の受験
資格の認定

歯科衛生士法第１２条第３号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の歯科技工士学校等を卒業した者等の受験
資格の認定

歯科技工士法第１４条第４号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

（１）保健師（２）助産師（３）看護師の国家
試験の手続

保健師助産師看護師法第１８条 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の保健師学校等を卒業した者等の受験資格
の認定

保健師助産師看護師法第１９条第３号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の助産師学校等を卒業した者等の受験資格
の認定

保健師助産師看護師法第２０条第３号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

義肢装具士の免許の申請 義肢装具士法第３条 4 システム検討に時間を要するため平成１５年度までのオンライン化困難

外国の養成所卒業者等の受験資格の認定 義肢装具士法第１４条第４号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

オンライン化できない理由（内容）等手続名 根拠規定
オンライン
化できない
理由
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オンライン化できない理由（内容）等手続名 根拠規定
オンライン
化できない
理由

臨床工学技士の免許の申請 臨床工学技士法第３条 4 システム検討に時間を要するため平成１５年度までのオンライン化困難

外国の養成所卒業者等の受験資格の認定 臨床工学士法第１４条第５号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の言語聴覚士養成所卒業者等の受験資格の
認定

言語聴覚士法第３３条第６号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の看護師学校等を卒業した者等の受験資格
の認定

保健師助産師看護師法第２１条第４号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

外国の救急救命士養成所卒業者等の受験資格の
認定

救急救命士法第３４条第５号 4
不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるためオン
ライン化困難

管理栄養士の試験 栄養士法施行規則第１８条 4 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるため

建築物環境衛生管理技術者免状の書換え
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第７条第５項

4 申請時に現物の提出を求めているため、現在の技術では１５年度までのオンライン化困難

薬剤師の国家試験 薬剤師法施行規則第１０条 4 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるため

製造所固有の記号の届出
食品衛生法施行規則第５条第１０項、乳及び乳
製品の成分規格等に関する省令第７条第８項
〈食品衛生法〉

4 システム検討、整備に時間を要するため１５年度までのオンライン化困難（システムの連携が必要）

特定保健用食品の安全性及び効果の審査の申請
特定保健用食品の安全性及び効果の審査の手続
（平成１３年３月２７日厚生労働省告示第９６
号）第２条〈栄養改善法〉

4 システム検討、整備に時間を要するため１５年度までのオンライン化困難

印紙保険料納付計器指定申請書
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規
則第４５条第１項、第２項

4 指定等を受けようとする機器本体の提示が必要となるためオンライン化に馴染まない

始動票札受領通帳交付申請書
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規
則第５０条第１項、第２項

4 指定等を受けようとする機器本体の提示が必要となるためオンライン化に馴染まない

未支給の失業等給付の申請(求職者給付）
雇用保険法第１０条の２、同法施行規則第１７
条の２、第４７条、第６５条、第６５条の５、
第６９条、第７７条

2
失業認定申請書の提出について、請求人の公共職業安定所への出頭を義務づけており、また、失業
の認定には、失業認定期間中の失業の状態、就労を正確かつ詳細に確認をする必要があるため。

失業の認定手続（基本手当、高年齢求職者給付
金、特例一時金の申請（失業認定申告書の提
出）、日雇労働求職者給付金の申請を含む。）

雇用保険法第１５条、第３７条の４第４項、第４０条
第３項、第４７条第２項、同法施行規則第１９条第１
項、第２０条第２項、第２２条第１項、第２５条、第６
５条の５、第６９条、第７５条

2
失業認定申請書の提出について、本人の公共職業安定所への出頭を義務づけており、また、失業の
認定には失業認定期間中の失業の状態、就労状況等について本人から正確かつ詳細に確認をする
必要があるため。

日雇労働被保険者資格取得届
雇用保険法第４３条第１項、同法施行規則第７２条
第１項

4
適正給付の観点から、現状では、本人確認を十分に行った上で、届出の内容と関係書類（住民
票又は住民票記載事項証明書等）との照合を行っているため、平成１５年度までにはオンライ
ン化困難。

日雇労働被保険者任意加入の申請
雇用保険法第６条第１号の３、同法施行規則第７１
条第１項

2
任意加入によって日雇労働被保険者となろうとする日雇労働者に対して、管轄公共職業安定所
への出頭を義務づけているため。

雇用保険被保険者資格継続の認可申請
雇用保険法第４３条第２項、同法施行規則第７４条
第１項

4
適正給付の観点から、システムを検討する必要があり、また、現状では、本人確認を十分に
行った上で、届出の内容と関係書類（被保険者手帳）との照合を行う必要があるため。
なお、添付書類についてはオンライン化可能性を検討。

再就職援助計画の申請 雇用対策法第24条 4

現状では、再就職援助計画の内容が再就職援助の対象者の状況に応じた的確なものであること
を確認する必要があり、作成の際に安定所がその計画の内容や再就職援助の実施に対しての必
要な助言、援助を行う必要があることから、申請の際に事業主に対する対面審査を実施してお
り、オンライン化後も再就職援助計画の適正な申請を担保する観点から、システム検討、整備
に時間を要するため１５年度までのオンライン化困難。

新規学卒者について募集を中止する場合等の通
知（１）新規学卒者の募集の中止又は募集人員
の減員（２）新規学卒者の内定の取消し又は撤
回（３）新規学卒者の内定期間の延長

職業安定法施行規則第３５条第２項 4

現状では、当該通知により、正確かつ詳細な情報を入手し、新規学卒者の就職活動に重大な影
響が生じないよう的確な対応を行う必要があることから、通知の際に必要な助言、指導等を実
施しており、オンライン化後も適正な指導を担保する観点からシステム検討、整備に時間を要
するため１５年度までのオンライン化困難。

再就職援助計画の変更（法第24条に基づく） 雇用対策法第２４条第３項 4

現状では、再就職援助計画の内容が再就職援助の対象者の状況に応じた的確なものであること
を確認する必要があり、作成の際に安定所がその計画の内容や再就職援助の実施に対しての必
要な助言、援助を行う必要があることから、申請の際に事業主に対する対面審査を実施してお
り、オンライン化後も再就職援助計画の適正な申請を担保する観点から、システム検討、整備
に時間を要するため１５年度までのオンライン化困難。

再就職援助計画の申請（法第25条に基づく） 雇用対策法第２５条第１項 4

現状では、再就職援助計画の内容が再就職援助の対象者の状況に応じた的確なものであること
を確認する必要があり、作成の際に安定所がその計画の内容や再就職援助の実施に対しての必
要な助言、援助を行う必要があることから、申請の際に事業主に対する対面審査を実施してお
り、オンライン化後も再就職援助計画の適正な申請を担保する観点から、システム検討、整備
に時間を要するため１５年度までのオンライン化困難。
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オンライン
化できない
理由

再就職援助計画の変更（法第25条に基づく） 雇用対策法第２５条第１項 4

現状では、再就職援助計画の内容が再就職援助の対象者の状況に応じた的確なものであること
を確認する必要があり、作成の際に安定所がその計画の内容や再就職援助の実施に対しての必
要な助言、援助を行う必要があることから、申請の際に事業主に対する対面審査を実施してお
り、オンライン化後も再就職援助計画の適正な申請を担保する観点から、システム検討、整備
に時間を要するため１５年度までのオンライン化困難。

駐留軍関係離職者の認定の申請
駐留軍関係離職者等の臨時措置法に基づく就職
指導に関する省令第３条、６条

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

駐留軍関係離職者の認定の申請
駐留軍関係離職者等の臨時措置法に基づく就職
指導に関する省令第５条、６条

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

駐留軍関係離職者による氏名又は住所変更等の
届出

駐留軍関係離職者等の臨時措置法に基づく就職
指導に関する省令第７条の２

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

駐留軍関係離職者就職指導票の提出
駐留軍関係離職者等の臨時措置法に基づく就職
指導に関する省令第１４条

4
現状では、携帯性を有し、現物を交付しており、システム検討、整備に時間を要するため１５年度まで
のオンライン化困難。

沖縄失業者求職手帳の発給の申請
沖縄振興特別措置法第７８条、沖縄振興開発特
別措置法に基づく就職指導等に関する省令第３
条、第４条

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

沖縄失業者求職手帳の発給の申請時の必要書面
の提出

沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関す
る省令第４条

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

沖縄失業者求職手帳所持者による氏名又は住所
変更等の届出

沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関す
る省令第８条

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

沖縄失業者求職手帳の提出
沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関す
る省令第１２条

4
現状では、携帯性を有し、現物を交付しており、システム検討、整備に時間を要するため１５年度まで
のオンライン化困難。

漁業離職者求職手帳の発給申請

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨
時措置法第４条第１項、国際協定の締結等に伴う
漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第３条
の２第１項

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

漁業離職者求職手帳の発給申請 雇用対策法施行規則附則第３条第１項及び第２項 4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

漁業離職者求職手帳所持者の不出頭の理由を記
載した文書の提出

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨
時措置法施行規則第７条第２項

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

就職指導を受ける際の漁業離職者求職手帳の提
出

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨
時措置法施行規則第８条

4
現状では、携帯性を有し、現物を交付しており、オンライン化検討、整備に時間を要するため１５年度
までのオンライン化困難。

一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給
申請

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路
事業等に関する特別措置法第16条第１項又は第
２項、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期
航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指
導等に関する省令第１条

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

就職指導を受ける際の一般旅客定期航路事業等
離職者求職手帳の提出

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路
事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等
に関する省令第７条

4
現状では、携帯性を有し、現物を交付しており、オンライン化検討、整備に時間を要するため１５年度
までのオンライン化困難。

休業の確認及び休業票の交付
激甚災害時における雇用保険による求職者給付
の支給の特例に関する省令第２条第１項、同省令
第３条第１項

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

受給資格決定及び雇用保険受給資格者証の交付
激甚災害時における雇用保険による求職者給付
の支給の特例に関する省令第４条第１項、同省令
第５条第１項

2
休業票の提出について、本人の公共職業安定所への出頭を義務づけており、また、休業の認定には
休業認定期間中の休業の状態、就労状況等について本人から正確かつ詳細に確認をする必要があ
るため。

失業の認定（雇用保険受給資格者証の提出）
激甚災害時における雇用保険による求職者給付
の支給の特例に関する省令第６条

2

激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第六条により、失業
の認定については、公共職業安定所への出頭を義務づけており、対面により失業期間中の失業の状
態、就労を正確かつ詳細に確認する必要があり、休業票について、次の公共職業安定所への出頭日
において提出し、同様に確認を行う必要があるため。

失業の認定（離職前の休業の認定に係る失業の
認定等）

激甚災害時における雇用保険による求職者給付
の支給の特例に関する省令第９条

2

激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第九条の規定によ
り、離職前の休業に係る失業の認定等については、、公共職業安定所への出頭を義務づけており、
対面で休業票により失業期間中の失業の状態、就労を正確かつ詳細に確認する必要があり、その処
分に関する事項を受給資格者証に必要な改訂をした上、返付しなけらばとされているため。
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別添国３Ａ
国の行政機関が扱う申請・届出等手続で平成１５年度までにオンライン化実施が困難な手続

オンライン化できない理由（内容）等手続名 根拠規定
オンライン
化できない
理由

休業者の離職に関する届出
激甚災害時における雇用保険による求職者給付
の支給の特例に関する省令第１０条、同省令第４
条第１項及び第２項

4
休業票の提出について、現状では、本人の公共職業安定所への出頭を求めており、また、休業の認
定には休業認定期間中の休業の状態、就労状況等について本人から正確かつ詳細に確認をする必
要があるため１５年度までのオンライン化困難。

未支給求職者給付の認定
激甚災害時における雇用保険による求職者給付
の支給の特例に関する省令第１１条第１項

2
激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第１１条により失業の
認定について未支給給付請求者の公共職業安定所への出頭を義務づけており対面で休業票により
支給されるべき失業期間中の失業の状態、就労等を正確かつ詳細に確認する必業があるため。

中高年齢失業者等求職手帳の発給申請
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第12
条・施行規則第7条

4 適正給付の観点から、システムを検討する必要があるため、１５年度までのオンライン化困難。

市町村を経由する申請・届出等手続にかかる処分
通知等の処理手続

国民年金法施行規則13条、27条、38条の2、55
条、60条の9、62条、63条の4、81条、老齢福祉年
金支給規則15条、〈国民年金法〉中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支
援に関する法律施行規則14条、15条〈中国残留邦
人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立
の支援に関する法律〉

4
市町村システムと接続する汎用受付システム等のシステム開発に期間を要するため、平成１６
年度以降に実施予定

所管手続数合計 68

注１）　本表は、平成１５年度までにオンライン化を実施することが困難であるものについて記載している。
　 ２）　「オンライン化できない理由」欄には、「申請時に電磁的記録に代えることが困難な現物の提示を要する場合」は「１」、「申請者への対面審査
　　　（出頭の義務付け）を要する場合」は「２」、「その他の場合（手続の性質によりオンライン化条件整備ができないものに限る。）」は「３」、「オンラ
　　　イン化条件整備はするが、平成１５年度までに実施困難な場合」は「４」と記述している。
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